
第３回 

周南市文化・スポーツ活動推進協議会 

周南市文化スポーツ課 
周南市教育委員会 



（所掌事務） 

第２条 
（１）中学校部活動の移行に係る推進計画の策   
   定に関すること。 
 
 
（２）中学校部活動の移行に係る文化・スポー 
   ツ活動の仕組みづくりに関すること。 
 
（３）前２号に掲げるもののほか、必要な事項 
   に関すること。 

方針 



「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する 
 総合的なガイドライン」（令和4年12月スポーツ庁・文化庁）抜粋 

Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備 

３ 地方公共団体における総合的・計画的な取組 

ア 都道府県及び地区町村は、前記２を踏まえ、
例えば推進計画の策定等により、地域のスポー
ツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関係者に
対し、取組の背景や地域におけるスポーツ・文
化芸術環境の方針、具体的な取組の内容、生徒
自身や地域社会に対し見込まれる効果、スケ
ジュール等について分かりやすく周知し、理解
と協力を得られるように取り組む。 



第３回やまぐち部活動改革推進協議会（R5.2.8） 

県所管説明 
 ２ 県の取組と今後の方向性 
 
 

「学校部活動の地域連携・地域移行に関する 
 方針（仮称）」の策定 
  







第２回周南市文化・スポーツ活動推進協議会（R5.1.13） 

①活動の場（いわゆる受け皿）となる 
 組織・団体等の確保について 
 
②活動施設の確保について 
 
③地域移行開始時期について 



周南市の部活動の地域移行に係る共通認識事項 

①令和８年度からの地域移行開始をめざす 
 
②市内全域を対象とした地域移行を行う 
 
③平日、休日を一体とした地域移行を行う 
 
④事務局を設置した仕組みづくりを行う 



周南市中学校部活動の地域移行に係る方針（骨子案） 

資料２－１ 

１ はじめに 
２ 部活動の意義や課題 
３ 地域文化・スポーツ活動のあり方 
４ 周南市がめざす姿 
５ 地域移行に係る方向性 
６ 推進体制およびスケジュール 



資料２－２ 地域移行後の体制イメージ 

R5.3.13 



資料２－３ 
 

項目 
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◆推進協議会 

 ● 
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  ●  ●      

◆周南市の方針策定、周知 

      

 

 

         

◆児童生徒、保護者、関係団

体、市民等への周知 

              

 

◆学校施設の開放等について

（ハード・ソフト面） 

               

◆事務局の設置・運営 

  ※準備でき次第設置 

               

◆受け皿となる団体等の確保          
 

    
 

◆段階的な地域移行の推進 
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随時、推進協議会及び 

専門部会の開催 

策 定 

庁内で検討 

随時、情報提供を行う 

方針をもとに、具現化に向けた検討・仕組みづくり 

条例改正、随時整備 開放 

団体等の実態調査（団体・指導者の把握）、連携構築、バンク登録等 連携構築等（随時） 

民間クラブ等による社会体育・文化芸術の習い事等の増加に対する支援策の検討 内容の充実 

秋月中学校の実証、休日活動の実証、スポーツフェスタ等の実施、シンポジウムによる啓発等 内容の充実 
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準備室の設置、支援内容の整備（情報一元化、人材バンクの整備、相談対応、団体創設支援等） 事務局設置、運営 

 改革推進期間 

中学校部活動の地域移行に係る主なスケジュール（案）  

R5.3.13 



本日の意見交換について 

①令和８年度からの体制イメージ（案） 
 および、推進スケジュール（案）について 
 （周南市中学校部活動の地域移行に係る方針（案）） 

 
②中山間地域及び都市周辺地域の 
 活動機会の担保について 
 
③活動費用、保険について 


